
コア職員配置例

パターン①

コア職員配置要件 判定 基本補助

ア　常勤職員等である 〇

イ　報酬基準の従事者の員数の算定外である 〇

ウ　児童指導員等加配加算を取得している 〇

エ　専門的支援体制加算を取得している 〇

    　児童指導員等加配加算及び
　　  専門的支援体制加算の対象者

〇

加配職員

パターン➁

コア職員配置要件 判定 基本補助

ア　常勤職員等である 〇

イ　報酬基準の従事者の員数の算定外である 〇

ウ　児童指導員等加配加算を取得している 〇

エ　専門的支援体制加算を取得している 〇

    　児童指導員等加配加算及び
　　  専門的支援体制加算の対象者

×

コア職員

パターン③

コア職員配置要件 判定 基本補助

ア　常勤職員等である 〇

イ　報酬基準の従事者の員数の算定外である 〇

ウ　児童指導員等加配加算を取得している 〇

エ　専門的支援体制加算を取得している 〇

      児童指導員等加配加算及び
　　  専門的支援体制加算の対象者

○

加配職員

基準人員

児童指導員等
加配加算

なし

基準人員

児童指導員等
加配加算

専門的支援体
制加算

（コア職員）

Ⅰ型
or

Ⅱ型
or

Ⅲ型専門的支援体
制加算

Ⅳ型
or

Ⅴ型
or

Ⅵ型
専門的支援体

制加算

実施要綱第7条第1項第1号
　資格取得後5年以上の児童指導員又は保育士を配置する場合

児童指導員等
加配加算

なし

基準人員

※5年以上の児童指導員又は保育士で専門的支援加算を取得す
る場合は、パターン①が対象

Ⅳ型
or

Ⅴ型
or

Ⅵ型

なし

5年以上の児童指導員又は保育士

（常勤換算1以上）

管理者 児発管

児童指導員 保育士

児童指導員等

管理者 児発管

児童指導員 保育士

児童指導員等

5年以上の児童指導員又は保育士

【常勤換算1以上】

管理者 児発管

児童指導員 保育士

児童指導員等

理学療法士等

（5年以上の児童指導員又は保育士除く）

管理者 児発管

児童指導員 保育士

児童指導員等

実施要綱第7条第1項第1号

実施要綱第7条第1項第1号

5年以上の児童指導員又は保育士

（常勤換算1以上）

管理者 児発管

児童指導員 保育士

児童指導員等

実施要綱第7条第1項第1号



パターン④

コア職員配置要件 判定 基本補助

ア　常勤職員等である 〇

イ　報酬基準の従事者の員数の算定外である 〇

ウ　児童指導員等加配加算を取得している 〇

    　専門的支援体制加算を取得している ×

エ   児童指導員等加配加算及び
　　  専門的支援体制加算の対象者

〇

加配職員

パターン⑤

コア職員配置要件 判定 基本補助

ア　常勤職員等である 〇

イ　報酬基準の従事者の員数の算定外である 〇

ウ　児童指導員等加配加算を取得している 〇

   　専門的支援体制加算を取得している 〇

エ    児童指導員等加配加算及び
　　  専門的支援体制加算の対象者

×

加配職員

基準人員

児童指導員等
加配加算

Ⅰ型
or

Ⅱ型
or

Ⅲ型
コア職員

児童指導員等
加配加算

Ⅰ型
or

Ⅱ型
or

Ⅲ型専門的支援体
制加算

※5年以上の児童指導員又は保育士で専門的支援加算を取得す
る場合は、パターン①が対象

実施要綱第7条第1項第2号
　都が認める場合（実施要綱第7条第1項第1号以外）で配置する場合

なし

なし

基準人員

管理者 児発管

児童指導員 保育士

児童指導員等

管理者 児発管

児童指導員 保育士

児童指導員等

管理者 児発管

児童指導員 保育士

児童指導員等

障害福祉サービス経験5年以上

（児発管基礎研修修了）

【常勤換算1以上】

管理者 児発管

児童指導員 保育士

児童指導員等

管理者 児発管

児童指導員 保育士

児童指導員等

管理者 児発管

児童指導員 保育士

児童指導員等

学校勤務5年以上

（児発管基礎研修修了）

【常勤換算1以上】

実施要綱第7条第1項第2号

実施要綱第7条第1項第2号

理学療法士等

（5年以上の児童指導員又は保育士除く）


